
２　授業科目の概要

（１） 授業科目表

＜人間生活学部　子ども教育学科＞

教育の充実を図るため，専任教員1名

を増やした。(22)

　担当　谷出千代子（教授)

　平成22年1月 教員審査済

　判定 「可」 (22)

履修希望者がいなかったため未開講と

した。(23)

履修希望者がいなかったため未開講と

した。(24)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(22)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(22)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(22)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(22)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(22)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(22)

1情報基礎Ⅱ 1後 2

1
情

報

科

目

情報基礎Ⅰ 1前 2

中国語入門ｂ

1後

2後

1

中国語入門ａ

1前

2前

1

ドイツ語入門ｂ

1後

2後

1

ドイツ語入門ａ

1前

2前

1

フランス語入門ｂ

1後

2後

1

フランス語入門ａ

1前

2前

1

英語Ⅲｂ 3後 1

英語Ⅲａ 3前 1

英語Ⅱｂ 2後 1

英語Ⅱａ 2前 1

英語Ⅰｂ 1後 1

外

国

語

科

目

英語Ⅰａ 1前 1

スポーツＢ 2後 1 1

スポーツＡ 1前 1 1

スポーツと健康 1後 2 1

生活と環境Ｄ 2後 2

生活と環境Ｃ 3前 2

1生活と環境Ｂ 2前 2

環

境

・

健

康

生

活

科

目

生活と環境Ａ 1後 2

基礎演習 1前 2 1 1

美術の世界 2後 2 1

音楽の世界 3前 2 1

文学の世界 2後 2 1

日本国憲法 1前 2

生命の倫理 1後 2

人

間

学

関

連

科

目

哲学の世界観 2前 2

仏教の思想 2前 2

人間と宗教 1後 2

仏教の人間観 1前 2

備　　　　考

必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手

科目区分 授業科目の名称

配 当

年 次

単位数 専任教員等の配置

学

部

共

通

科

目

全

学

共

通

科

目
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科目内容を変更した(平成22年厚生労

働省告示第278号による)。(23)

　担当　生田貞子(教授)

　平成23年1月 教員審査済

　判定 「可」 (23)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

　担当　西村重稀(教授)

　平成23年1月 教員審査済

　判定 「可」 (23)

科目を新設した(平成22年厚生労働省

告示第278号による)。(23)

　担当　石川昭義(教授)

　平成23年1月 教員審査済

　判定 「可」 (23)

旧「保育原理Ⅰ」と旧「保育原理Ⅱ」

を統合し新「保育原理Ⅰ」とし、科目

内容を変更したため(平成22年厚生労

働省告示第278号による)。(23)

　担当　石川昭義(教授)

　平成23年1月 教員審査済

　判定 「可」 (23)

科目を廃止したため(平成22年厚生労

働省告示第278号による)。(23)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

体育科教育法 3前 2

家庭科教育法

3後

3前

2

図画工作科教育法 3前 2 1

音楽科教育法 3前 2

生活科教育法 3後 2

理科教育法 3後 2 1

算数科教育法 3後 2 1

社会科教育法 3後 2

各

教

科

指

導

法

国語科教育法 3後 2

体育Ⅱ 2後 2 1

体育Ⅰ 2前 2 1

家庭

3前

3後

2

図画工作Ⅱ 1後 2 1

図画工作Ⅰ 1前 2 1

音楽Ⅱ 1後 2 1

音楽Ⅰ 1前 2

生活 2後 2

理科 2後 2 1

算数 2前 2 1

社会 2後 2

各

教

科

国語 1後 2 1

保育基礎演習 1前 2 1

発達心理学Ⅰ 1後 2 1

社会的養護

養護原理

2前 2

保育原理Ⅱ 2後 2 1

保育原理Ⅰ 1前 2 1

保育者論 1後 2 1

児童家庭福祉

児童福祉

1前 2 1

社会福祉 2後 2 1

教育相談 3後 2

生徒・進路指導論 3前 2

教育課程論Ⅱ（特別活動を含む） 2後 2 1

教育課程論Ⅰ 1後 2 1

教育の方法と技術 2後 2 1

道徳教育の理論と方法 3前 2 1

教育経営論 3前 2

教育心理学 2前 2 1

教育原理 1前 2 1

1前 2 2教職論

基

幹

科

目

専

門

科

目

展

開

科

目
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科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

科目内容の変更はないが，「保育原理

Ⅲ」を「保育原理Ⅱ」に科目名称を変

更したため(平成22年厚生労働省告示

第278号による)。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

科目内容を変更した(平成22年厚生労

働省告示第278号による)。(23)

　担当　大野木裕明(教授)

　平成23年1月 教員審査済

　判定 「可」 (23)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

科目内容と科目名称を変更した(平成

22年厚生労働省告示第278号による)。

(23)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(24)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(22)

科目内容を変更した(平成22年厚生労

働省告示第278号による)。(23)

　担当　谷出千代子(教授)

　平成23年1月 教員審査済

　判定 「可」 (23)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

科目を新設した(平成22年厚生労働省

告示第278号による)。(23)

保育相談支援 3後 2

社会的養護内容

養護内容

2前 2

障がい児保育

障害児保育

2後 2

乳児保育 2前 2 1

保育内容研究(子どもの文化)

1前

1後

2 1

保育内容研究(表現Ｃ) 1後 2

保育内容研究(表現Ｂ) 2後 2 1

保育内容研究(表現Ａ) 1前 2 1

保育内容研究(言葉)

2前

2後

2 1

保育内容研究(環境) 2前 2 1

保育内容研究(人間関係)

2前

2後

2

保育内容研究(健康) 1後 2

保育内容総論 3後 2 1

家庭支援論

家族援助論

3前 2 1

精神保健

3後

3前

2

子どもの食と栄養

小児栄養

3後 2

子どもの保健Ⅱ

小児保健実習

2後

2

1

子どもの保健Ⅰｂ

小児保健Ⅱ

2前 2

子どもの保健Ⅰａ

小児保健Ⅰ

1後 2

発達心理学Ⅱ 2前 2 1

保育原理Ⅱ

保育原理Ⅲ

3前

4前

2 1

児童福祉援助技術 3後 2 1

相談援助

社会福祉援助技術

3前

3後

2

音楽演習 3前 1

音楽表現Ⅱ 2後 1

音楽表現Ⅰ 2前 1

基礎ピアノⅡ 1後 1

基礎ピアノⅠ 1前 1

専

門

科

目

展

開

科

目

保

育
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科目内容の変更はないが，科目名称を

変更した(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

科目内容と科目名称及び開講学期を変

更した。(平成22年厚生労働省告示第

278号による)。(23)

　担当　谷出千代子(教授)

　　　　石川昭義(教授)

　平成23年1月 教員審査済

　判定 「可」 (23)

科目を新設した(平成22年厚生労働省

告示第278号による)。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

科目を新設した(平成22年厚生労働省

告示第278号による)。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

教育効果をより高めるため,開講学期

を変更した。(23)

　　　　　なお，昨年度の報告書において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

　　　・  授業科目を追加又は内容を変更する場合で，専任教員が担当するため教員審査が必要なものについては，

　　　　「専任教員採用等設置計画変更書」の審査年月等を「備考」に記入してください。（今後審査を受ける場合

　　　・  「配当年次」について，設置認可申請時に開講時期を記入する必要がなかった学部等（平成１９年度認可

　　　　以前）についても，設置認可時の状況を黒字で記入してください。また，前年度報告時より修正があれば，

教育実習Ⅰ(幼稚園)

1後

1前

1 1

事前・事後指導（幼稚園） 1・3通 1 1 1

保育実習Ⅲ

3後

3前

2 2

保育実習指導Ⅲ 3通 1 2

保育実習Ⅱ

3後

3前

2 2

保育実習指導Ⅱ 3通 1 2

保育実習Ⅰｂ 2前 2 2

保育実習Ⅰａ 2前 2 2

保育実習指導Ⅰ

保育実習指導

2通

2～3通

2

1

2

34後 2

実

践

演

習

・

総

合

演

習

・

実

習

科

目

保育実践演習

総合演習

3後 2 3

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。

　　　　赤字で見え消し修正をしてください。

　　　　には，「平成○年○月　提出予定」と記入してください。）

（注）・  認可申請書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。

　　　・  設置認可時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。その上

　　　　で，前年度報告時（平成２３年度に認可された大学等は設置認可時）より変更されているものは赤字見え消し

　　　　修正し，「備考」に赤字で理由・変更年月等を記入してください。

自然体験 3前 2

児童館論 4前 2

絵本・児童文学論 3前 2 1

子どもと英語教育 3後 2

子どもの発達臨床 3後 2

子どもの映像文化 2後 2 1

子どもと食育 4後 2

地域福祉演習 4後 2

地域福祉論 4前 2

特別支援教育論 3前 2

4後 2 1

関

連

科

目

子育て支援論 4前 2 1

卒業研究 4通 4 9 2 1

子ども教育特別演習Ⅲ 4後 2 9 2 1

子ども教育特別演習Ⅱ 4前 2 9 2 1

特

別

演

習

・

卒

業

研

究

子ども教育特別演習Ⅰ 3通 2 9 2 1

児童館実習 4前 2 1

フィールドワーク演習 2通 2 2 1

教育実習(小学校) 4前 4 1

事前・事後指導（小学校）

3後～

　4通

4通

1 1

教育実習Ⅱ(幼稚園) 3前 3 1

専

門

科

目

子育て支援演習

教職実践演習
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（注）・　未開講である場合や，配当年次に関わらず，教育課程上の授業科目数を記入する（資格に関する課程など，

　　　　別課程としている授業科目については算入する必要はありません。）とともに，［　］内に，設置認可時の

　　　　計画からの増減を記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

（注）・　設置認可時の計画にあった授業科目が配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となって

　　　　いる授業科目について記入してください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（注）・　設置認可時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周

　　　　知方法」を記入してください。

（６） 「認可時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点第２位までを記入してください。

20 109

[　　　] [　　　]

20 106 126

科目 科目

[　　　] [　　　]

科目

（２） 授業科目数

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　　考

必　修 選　択 自　由 計 必　修 選　択 自　由 計

（３） 未開講科目

　　未開講科目はない。(21)

    未開講科目はない。(22)

    未開講科目はない。(23)

    未開講科目はない。(24)

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

129

科目 科目 科目 科目 科目

（４） 廃止科目

　廃止科目はない。(21)

  廃止科目はない。(22)

  保育原理Ⅲ(平成22年厚生労働省告示第278号に伴う保育士養成課程の改正による)。(23)

　廃止科目はない。(24)

  未開講又は廃止の授業科目はない。(21)

　未開講又は廃止の授業科目はない。(22)

 

  「大学の所見」

　　旧「保育原理Ⅰ」と旧「保育原理Ⅱ」を統合し新「保育原理Ⅰ」とし、旧「保育原理Ⅲ」を「保育原理Ⅱ」に科目名称を変更した。

  更に「保育者論」の新設により従来の教育内容は十分に担保されているため教育上の支障はない。(23)

　「学生への周知方法」

　　学期始めに実施するガイダンスで周知した。(23)

　未開講又は廃止の授業科目はない。(24)

未開講科目と廃止科目の計

＝ 0.00%

認可時の計画の授業科目数の計
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